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第８次神奈川県保健医療計画における保健医療圏の設定

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/103643/02-3_r0501shiryou2-3.pdf
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第８次神奈川県保健医療計画における９の保健医療圏



医療圏別 年齢階級別
人口動態予測

（2020年 vs. 2050年）
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国立社会保障・人工問題研究所 日本の地域別将来推計人口 令和５年推計（https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-
page.asp?utm_source=chatgpt.com）をもとに作成

922万 ⇒ 852万





拠点病院 23施設のみ











４．都道府県協議会での均てん化・
集約化の検討の進め方について



（１）都道府県協議会の体制

 都道府県及び都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県協議会の
運営を担うこと。都道府県は、地域の医療提供体制を維持・確保す
る観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。

 都道府県協議会には、拠点病院等、地域におけるがん医療を担う者、
患者団体等の関係団体の参画を必須とし、主体的に協議に参加でき
るよう運営すること。

 特に、拠点病院等までの通院に時間を要する地域のがん患者、及び
当該地域の市区町村には、当該都道府県のがん医療提供体制の現状
や、今後の構築方針について、十分に理解を得られるよう対応する
こと。

二次医療圏 の 個別性



（２）都道府県協議会での協議事項

国及び国立がん研究センターから提供される将来の人
口推計や、都道府県内・がん医療圏内の将来のがん患
者数、院内がん登録のデータ等を活用し、将来の医療
需要から都道府県内で均てん化・集約化が望ましい医
療の具体について整理すること。

また、がん種ごとにがん医療提供体制の均てん化・集
約化を議論し、都道府県内で役割分担する医療機関に
ついて整理・明確化すること。

二次医療圏 の 個別性



（２）都道府県協議会での協議事項
 都道府県内の放射線療法に携わる有識者の参画の下、放射線療
法に係る議論の場を設け、都道府県内の放射線治療施設におけ
る放射線治療患者数・放射線治療装置数・放射線療法を提供す
る医療従事者専門医数等といった情報を正確に把握し、採算に
関する分析も踏まえて、将来的な装置の導入・更新を見据えた
計画的な議論を行うこと。



（３）都道府県協議会の運営に際する都道府
県及び都道府県がん診療連携拠点病院の役割

都道府県協議会で整理・明確化した、がん種ごと
に役割分担する医療機関について、住民に広く周
知すること。

また、がん患者を紹介する医療機関（がん検診を
実施する医療機関を含む）にも都道府県内で役割
分担する医療機関を周知し、がん患者が適切な医
療機関で受療できるような体制を整備すること。
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（４）都道府県協議会での均てん化・集
約化の検討の留意事項

集約化も含めた持続可能ながん医療提供体制の構
築が必要であるという点について、都道府県が中
心となり、住民の理解を得るために、住民にとっ
て分かりやすい説明を継続していく必要がある。

地域医療構想や医療計画を踏まえた、がん以外も
含めた地域の医療提供体制を維持・確保する観点
についても留意することが重要である。
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